
22年度補助金調書

補助金名 担当部課

補助金の目的

補助金の分類

根拠法令等
根拠法令
等の名称

補助金交付先 代表者

構成団体数 構成人数

■団体側
■いる
□いない

いる場合、
人件費

　　1人分 601千円

□市側

補助事務に係る
職員の人件費

職員数 1人 従事日数 10日 人件費 301千円

■有　□無 □有　■無 □有　■無 □有　■無

財団自体なし

　制度発足後
　　の経過年数

発足年度

　過去の
　　見直しの状況

補助率

２２年度
単    価

２２年度
数    量

■その他

補助金算出根拠
根拠

の内容

特定財源の有無
特定財源
の内容

補助金の効果
効果測定
の方法

効果の内容

備考

　■有　　□無 財団法人習志野市スポーツ振興協会規程集

補助金額（千円）
１９年度決算 ２０年度決算 ２１年度決算

43,920 53,587 53,587

船橋市 八千代市 鎌ヶ谷市

　□単価を定め数量を乗じる補助　　

　□定額補助
役員報酬、派遣職員給与、プロパー職員給与及び臨時職
員給与に係る補助

61,580

収入に占める
補助金の割合

　□５０％以下　　■５０％超　　□１００％
　□補助交付先によって異なる

決算剰余金と
補助金の比較

　□剰余金の方が少ない　　□同　額　　□剰余金の方が多い
　■剰余金は発生していない

本市が掲げる「一市民、一スポーツ」の理念のもとで、市民スポーツの振興とスポーツ施設の効
率的運営、活用を図るために、100％出資により設立した団体である。団体の安定的経営と施設
利用の市民へのサービス向上、スポーツ競技人口の増加を図ることが実現されている。

　■有　　□無
スポーツ教室への参加者数をはじめとした各種スポーツイ
ベントへの参加者数及び体育施設利用者数等

補　助　金　調　書

(財）習志野市スポーツ振興協会活動費補助金(派遣職員等分) 生涯学習部生涯スポーツ課

市内のスポーツ施設の管理、運営を実施し、「一市民、一スポーツ」の普及拡大のため各種ス
ポーツ教室を開催するなど、広く市民のスポーツ振興を図ることを目的とする。

　□事業費補助金　　　□団体補助（市施策補完型）　　　□団体補助（団体育成型）
　■公共的な事業補助金　　　□建設的事業費補助金
　□サービス格差是正補助金　　　□利子補給

　□５年以下　□６年以上～１０年以下　■１１年以上

財政状況の厳しい中、毎年、事業経費の見直しを行い、経費の削減に努めている。

　□法律　□条例　□規則
　■要綱　□要領
　□その他（　　　　　　　　）　□無

財団法人習志野市スポーツ振興協会運営費等
補助金交付要綱

(財）習志野市スポーツ振興協会 佐　藤　愼　一

２２年度予算

　　　昭和47年度

　□有　　■無

　　交付先の
　　　　決算状況

事業対象者及び数

補助の形態

　□補助率を定め補助（□１／２以下　□１／２超　□１００％）　　　

事務局の所在

この場合、人件費分を補助している
か

この場合、これにかかる人件費は
どのくらいか

職員数　人、従事日数　人、人件費　　　　千円

近隣市の状況 千葉市



22年度補助金調書

補助金名 担当部課

補助金の目的

補助金の分類

根拠法令等
根拠法令
等の名称

補助金交付先 代表者

構成団体数 53団体 構成人数 14,000人

■団体側
□いる
■いない

いる場合、
人件費

　　人分 千円

□市側

補助事務に係る
職員の人件費

職員数 1人 従事日数 8日 人件費 240千円

■有　□無 ■有　□無 □有　■無 □有　■無

21年度決算
1,148千円,
22年度予算
600千円

21年度決算
1,584千円,
22年度より廃
止

　制度発足後
　　の経過年数

発足年度

　過去の
　　見直しの状況

補助率 1/2以内

２２年度
単    価

２２年度
数    量

□その他

補助金算出根拠
根拠

の内容

特定財源の有無
特定財源
の内容

補助金の効果
効果測定
の方法

効果の内容

備考

　具体的な効果測定は困難である。

　□有　　■無

補助金額（千円）
19年度決算 20年度決算 21年度決算

0千円 0千円 0千円

近隣市の状況 千葉市

　　交付先の
　　　　決算状況

収入に占める
補助金の割合

　■有　　□無

補助の形態

　■補助率を定め補助（■１／２以下　□１／２超　□１００％）　　　

　□単価を定め数量を乗じる補助　　

　□定額補助 事業費に対する一部補助

事業対象者及び数

船橋市 八千代市 鎌ヶ谷市

　□５０％以下　　□５０％超　　□１００％
　□補助交付先によって異なる

決算剰余金と
補助金の比較

　□剰余金の方が少ない　　□同　額　　□剰余金の方が多い
　□剰余金は発生していない

　厚生事業に係る運営費補助金を交付することにより、市内勤労者による組合活動の推進を図
り、もって地域活動の推進に資している。具体的には、協議会の行うスポーツ大会、将棋、囲碁
大会等の福利厚生活動及び地域福祉活動に対して補助することにより、市内勤労者の地位向
上及び福祉の増進が図られる。

補助対象経費の2分の1以内の額とし、予算の範囲内とする。

　■有　　□無

　□５年以下　□６年以上～１０年以下　■１１年以上

平成20年～21年度においては、19年度補助金額(100万円)の20％を削減し80万円とし、22年度
においては更にその30％を削減し56万円とした。

　□法律　□条例　□規則
　■要綱　□要領
　□その他（　　　　　　　　）　□無

習志野市労働団体厚生事業補助金交付要綱

連合千葉総武地域協議会 議長　肥田　昭司

22年度予算

　　　昭和36年度

560千円

市内労働団体38団体　8,339人

事務局の所在

この場合、人件費分を補助している
か

この場合、これにかかる人件費は
どのくらいか

職員数　人、従事日数　人、人件費　　　　千円

　連合千葉・習志野八千代地域協議会が船橋地域協議会と組織統合をした平成19年以降、補
助金の申請は無い状態である。

補　助　金　調　書

労働団体厚生事業補助金 商工振興課

　市内労働団体組織が行う福利厚生及び地域福祉活動に対して、その事業費の一部を補助す
ることで勤労者による組合活動の推進及び地域活動の推進を図る。

　□事業費補助金　　　□団体補助（市施策補完型）　　　■団体補助（団体育成型）
　□公共的な事業補助金　　　□建設的事業費補助金
　□サービス格差是正補助金　　　□利子補給



22年度補助金調書

補助金名 担当部課

補助金の目的

補助金の分類

根拠法令等
根拠法令
等の名称

補助金交付先
■団体
□個人

代表者

構成団体数 構成人数 組合員88名

■団体側
□いる
■いない

いる場合、
人件費

　　人分 千円

□市側

補助事務に係る
職員の人件費

職員数 １人 従事日数 ６日 人件費

■有　□無 □有　■無 □有　■無 □有　■無

540千円

　制度発足後
　　の経過年数

発足年度

　過去の
　　見直しの状況

補助率 １／２以内

２２年度
単    価

２２年度
数    量

□その他

補助金算出根拠
根拠

の内容

特定財源の有無
特定財源
の内容

補助金の効果
効果測定
の方法

効果の内容

備考

特に無し

　□有　　■無

喫煙者のモラル向上を図る啓発事業及び、環境美化を行う
ための美化活動事業並びに、組合員が参加する研修会等
に要する事業費及び事務費

補助金額（千円）
１９年度決算 ２０年度決算 ２１年度決算

600千円 400千円 400千円

近隣市の状況
（２２年度予算）

千葉市

　　交付先の
　　　　決算状況

収入に占める
補助金の割合

　■有　　□無

補助の形態

　■補助率を定め補助（■１／２以下　□１／２超　□１００％）　　　

　□単価を定め数量を乗じる補助　　

　□定額補助

千葉たばこ商業協同組合
習志野地区　組合員88名

事業対象者及び数

　■５０％以下　　□５０％超　　□１００％
　□補助交付先によって異なる

決算剰余金と
補助金の比較

　■剰余金の方が少ない　　□同　額　　□剰余金の方が多い
　□剰余金は発生していない

組合が行うモラル向上を図る啓発事業及び美化活動事業により、本市たばこ税の増収が図られ
るとともに、非喫煙者への配慮と喫煙者の快適な環境づくりが促進される。

船橋市 八千代市 鎌ヶ谷市

　■有　　□無

　□５年以下　□６年以上～１０年以下　■１１年以上

　平成１０年度まで８０万円を定額的に補助してきたが、１１年度より数年毎に削減を行ってきた。
また、１６年度に商工業団体への補助を一律５％カットした際に、当団体の補助金も削減を行っ
た。更に、１７年度に補助金要綱を制定し、補助対象事業費に対する補助率をもって補助金額を
決定することとした。２２年度においては、２１年度補助額（４０万円）の３０％を削減した。

　□法律　□条例　□規則
　■要綱　□要領
　□その他（　　　　　　　　）　□無

習志野市商工業団体振興事業補助金交付要綱

担当理事
岡野　　常司

千葉たばこ商業協同組合習志野地区

２２年度予算

昭和５０年度

280千円

１８０千円

事務局の所在

この場合、人件費分を補助している
か

この場合、これにかかる人件費は
どのくらいか

職員数　人、従事日数　人、人件費　　　　千円

　なお、平成２１年度の補助金実績報告書については、団体の総会が終了していないため、報告
され次第、提出いたします。

補　助　金　調　書

たばこ組合活動補助事業補助金 市民経済部商工振興課

　千葉たばこ商業協同組合習志野地区に補助金を交付することにより、団体が行う事業活動に
ついて喫煙者のマナー等モラルの向上を図る。

　■事業費補助金　　　□団体補助（市施策補完型）　　　□団体補助（団体育成型）
　□公共的な事業補助金　　　□建設的事業費補助金
　□サービス格差是正補助金　　　□利子補給



22年度補助金調書

補助金名 担当部課

補助金の目的

補助金の分類

根拠法令等
根拠法令
等の名称

補助金交付先
■団体
□個人

代表者

構成団体数 12団体 構成人数 会員数166

■団体側
■いる
□いない

いる場合、
人件費

　　１人分 ２００千円

□市側

補助事務に係る
職員の人件費

職員数 １人 従事日数 ６日 人件費

■有　□無 ■有　□無 □有　■無 □有　■無

170千円 320千円

　制度発足後
　　の経過年数

発足年度

　過去の
　　見直しの状況

補助率 １／２以内

２２年度
単    価

２２年度
数    量

□その他

補助金算出根拠
根拠

の内容

特定財源の有無
特定財源
の内容

補助金の効果
効果測定
の方法

効果の内容

備考

この場合、これにかかる人件費は
どのくらいか

職員数　人、従事日数　人、人件費　　　　千円

　なお、平成２１年度の補助金実績報告書については、団体の総会が終了していないため、報告
され次第、提出いたします。

補　助　金　調　書

工業活性化事業補助金 市民経済部商工振興課

　市内工業者を統括する団体に対し、事業に要する経費の一部を補助することにより、市内工業
者の振興及び発展が図られる。

　■事業費補助金　　　□団体補助（市施策補完型）　　　□団体補助（団体育成型）
　□公共的な事業補助金　　　□建設的事業費補助金
　□サービス格差是正補助金　　　□利子補給

　□５年以下　□６年以上～１０年以下　■１１年以上

　平成７年度の補助開始時より、５０万円の定額補助を行ってきたが、１３年度に１０％の削減を
行い、１６年度の商工業団体への補助を一律５％カットした際に、当団体の補助金も削減を行っ
た。更に、１７年度に補助金要綱を制定し、補助対象事業費に対し、補助率をもって補助金額を
決定することとした。２２年度においては、２１年度補助額（３０万円）の３０％を削減した。

１８０千円

事務局の所在

210千円

近隣市の状況
（２２年度予算）

千葉市

　□法律　□条例　□規則
　■要綱　□要領
　□その他（　　　　　　　　）　□無

習志野市商工業団体振興事業補助金交付要綱

会長　金野　充習志野市工業地域団体連合会

市工業地域団体連合会
加入事業者166事業所

事業対象者及び数

この場合、人件費分を補助している
か

　　交付先の
　　　　決算状況

収入に占める
補助金の割合

　■５０％以下　　□５０％超　　□１００％
　□補助交付先によって異なる

決算剰余金と
補助金の比較

　■剰余金の方が少ない　　□同　額　　□剰余金の方が多い
　□剰余金は発生していない

２２年度予算

平成７年度

補助の形態

　■補助率を定め補助（■１／２以下　□１／２超　□１００％）　　　

　□単価を定め数量を乗じる補助　　

市内工業の発展が図られる。

　■有　　□無
連合会員が参加する交流会、研修会、講習会等に必要とす
る事業費及び事務費を補助する。

補助金額（千円）
１９年度決算 ２０年度決算 ２１年度決算

415千円 300千円 300千円

船橋市 八千代市 鎌ヶ谷市

　■有　　□無 特になし

　□有　　■無

　□定額補助



22年度補助金調書

補助金名 担当部課

補助金の目的

補助金の分類

根拠法令等
根拠法令
等の名称

補助金交付先
■団体
□個人

代表者

構成団体数 構成人数
組合員数

382人

■団体側
□いる
■いない

いる場合、
人件費

　　人分 千円

□市側

補助事務に係る
職員の人件費

職員数 1人 従事日数 5日 人件費 150千円

□有　■無 □有　■無 □有　■無 □有　■無

　制度発足後
　　の経過年数

発足年度

　過去の
　　見直しの状況

補助率
１／２以内

（限度額
1,000万円）

22年度
単    価

22年度
数    量

□その他

補助金算出根拠
根拠

の内容

特定財源の有無
特定財源
の内容

補助金の効果
効果測定
の方法

効果の内容

備考

4,146千円 4,058千円

船橋市 八千代市 鎌ヶ谷市

　■有　　□無 １ａ（アール）当たりの野菜の生産量と品質

　□有　　■無

事業費×１／２

補助の形態

　■補助率を定め補助（■１／２以下　□１／２超　□１００％）　　　

　□単価を定め数量を乗じる補助　　

　□定額補助

補助金額（千円）
19年度決算 20年度決算 21年度決算

3,934千円

事業対象者及び数

　■５０％以下　　□５０％超　　□１００％
　□補助交付先によって異なる

決算剰余金と
補助金の比較

　□剰余金の方が少ない　　□同　額　　□剰余金の方が多い
　■剰余金は発生していない

　土壌への養分補給や病害虫駆除のために農薬等を使用することにより、安定した野菜生産と
品質を確保することができる。

近隣市の状況 千葉市

　　交付先の
　　　　決算状況

収入に占める
補助金の割合

　■有　　□無

　□５年以下　□６年以上～１０年以下　■１１年以上

 農薬取締法の一部改正から対象使用農薬について見直しを図り、平成１４年度から大幅（２割
以上）に減額した。

　□法律　□条例　□規則
　■要綱　□要領
　□その他（　　　　　　　　）　□無

習志野市農業振興事業補助金交付要綱

代表理事専務
　　田久保　清一

千葉みらい農業協同組合

22年度予算

昭和５５年度

4,540千円

生産者99人

事務局の所在

この場合、人件費分を補助している
か

この場合、これにかかる人件費は
どのくらいか

職員数　人、従事日数　人、人件費　　　　千円

補　助　金　調　書

　土壌改良事業補助金 市民経済部農政課

　同一農作物の連作による「いや地現象」を改善するために購入した農薬費用の一部について
補助をする。

　■事業費補助金　　　□団体補助（市施策補完型）　　　□団体補助（団体育成型）
　□公共的な事業補助金　　　□建設的事業費補助金
　□サービス格差是正補助金　　　□利子補給



22年度補助金調書

補助金名 担当部課

補助金の目的

補助金の分類

根拠法令等
根拠法令
等の名称

補助金交付先
■団体
□個人

代表者

構成団体数 構成人数
組合員数

382人

■団体側
□いる
■いない

いる場合、
人件費

　　人分 千円

□市側

補助事務に係る
職員の人件費

職員数 1人 従事日数 5日 人件費 150千円

□有　■無 □有　■無 □有　■無 □有　■無

　制度発足後
　　の経過年数

発足年度

　過去の
　　見直しの状況

補助率 1／２以内
（限度額1,000万円)

22年度
単    価

22年度
数    量

□その他

補助金算出根拠
根拠

の内容

特定財源の有無
特定財源
の内容

補助金の効果
効果測定
の方法

効果の内容

備考

補　助　金　調　書

　野菜指定産地振興対策事業補助金 市民経済部農政課

　国の指定野菜の人参の共販体制を維持し、生産意欲の向上と農業経営の安定を図るために、
出荷に要する資材費（ダンボール箱）に対して補助する。

　■事業費補助金　　　□団体補助（市施策補完型）　　　□団体補助（団体育成型）
　□公共的な事業補助金　　　□建設的事業費補助金
　□サービス格差是正補助金　　　□利子補給

　□５年以下　□６年以上～１０年以下　■１１年以上

　平成１５年度を以って秋冬葱の指定産地が解除され、3年間の経過措置を経て(１/３補助)、人参
のみの補助となった。

事務局の所在

近隣市の状況 千葉市

補助金額（千円）

19年度決算 20年度決算 21年度決算

4,561千円　 3,665千円

　□法律　□条例　□規則
　■要綱　□要領
　□その他（　　　　　　　　）　□無

習志野市農業振興事業補助金交付要綱

代表理事専務
　　田久保　清一

千葉みらい農業協同組合

この場合、人件費分を補助している
か

4,536千円

職員数　人、従事日数　人、人件費　　　　千円

生産者64人事業対象者及び数

この場合、これにかかる人件費は
どのくらいか

　　交付先の
　　　　決算状況

収入に占める
補助金の割合

　■５０％以下　　□５０％超　　□１００％
　□補助交付先によって異なる

決算剰余金と
補助金の比較

　□剰余金の方が少ない　　□同　額　　□剰余金の方が多い
　■剰余金は発生していない

22年度予算

平成元年度

補助の形態

　■補助率を定め補助（■１／２以下　□１／２超　□１００％）　　　

　□単価を定め数量を乗じる補助　　

　国の指定野菜である人参の出荷経費に係る費用の一部を補助することにより、生産者の生産意
欲の向上と農業経営の安定化を図ることができる。

　■有　　□無 共販出荷量等

　□有　　■無

3,819千円

　■有　　□無 事業費×１／２（人参）

船橋市 八千代市 鎌ヶ谷市

　□定額補助



22年度補助金調書

補助金名 担当部課

補助金の目的

補助金の分類

根拠法令等
根拠法令
等の名称

補助金交付先
■団体
□個人

代表者

構成団体数 構成人数
組合員数

382人

■団体側
□いる
■いない

いる場合、
人件費

　　人分 千円

□市側

補助事務に係る
職員の人件費

職員数 1人 従事日数 5日 人件費 150千円

■有　□無 ■有　□無 □有　■無 □有　■無

　制度発足後
　　の経過年数

発足年度

　過去の
　　見直しの状況

補助率 100%

22年度
単    価

22年度
数    量

□その他

補助金算出根拠
根拠

の内容

特定財源の有無
特定財源
の内容

補助金の効果
効果測定
の方法

効果の内容

備考

船橋市 八千代市 鎌ヶ谷市

生産者の生産意欲の向上と農業経営の安定化を図ることができる。

　■有　　□無

　■有　　□無 共販出荷量等

　□有　　■無

資金再造成のための負担割合は、国が６０％、県が２０％、
生産者が２０％となっている。その生産者２０％分を市が補
助。

補助の形態

　■補助率を定め補助（□１／２以下　□１／２超　■１００％）　　　

補助金額（千円）
19年度決算 20年度決算 21年度決算

2,354千円 0千円 2,983千円

　□定額補助

近隣市の状況 千葉市

この場合、これにかかる人件費は
どのくらいか

　　交付先の
　　　　決算状況

収入に占める
補助金の割合

　■５０％以下　　□５０％超　　□１００％
　□補助交付先によって異なる

決算剰余金と
補助金の比較

　□剰余金の方が少ない　　□同　額　　□剰余金の方が多い
　■剰余金は発生していない

22年度予算

平成元年度

職員数　人、従事日数　人、人件費　　　　千円

　□法律　□条例　□規則
　■要綱　□要領
　□その他（　　　　　　　　）　□無

習志野市農業振興事業補助金交付要綱

代表理事専務
　　田久保　清一

千葉みらい農業協同組合

この場合、人件費分を補助している
か

1,000 千円

　□単価を定め数量を乗じる補助　　

　■事業費補助金　　　□団体補助（市施策補完型）　　　□団体補助（団体育成型）
　□公共的な事業補助金　　　□建設的事業費補助金
　□サービス格差是正補助金　　　□利子補給

　□５年以下　□６年以上～１０年以下　■１１年以上

なし

事務局の所在

補　助　金　調　書

　野菜価格安定対策事業補助金 市民経済部農政課

　共同出荷される国の指定野菜である人参の価格低落時に、生産者が受け取る価格差補給金
のうち、生産者が負担すべき再造成に要する価格差補給金の２０％について補助をする。

生産者49人事業対象者及び数



22年度補助金調書

補助金名 担当部課

補助金の目的

補助金の分類

根拠法令等
根拠法令
等の名称

補助金交付先 代表者

構成団体数 構成人数
部会員数

64人

■団体側
□いる
■いない

いる場合、
人件費

□市側

補助事務に係る
職員の人件費

職員数 1人 従事日数 8日 人件費 240千円

□有　■無 ■有　□無 □有　■無 □有　■無

　制度発足後
　　の経過年数

発足年度

　過去の
　　見直しの状況

補助率 １/２以内

２２年度
単    価

２２年度
数    量

□その他

補助金算出根拠
根拠

の内容

特定財源の有無
特定財源
の内容

補助金の効果
効果測定
の方法

効果の内容

備考

人参ジュース用の人参の出荷数量
人参ジュースの販売数量

　□有　　■無

事業費×１/２

補助金額（千円）
１９年度決算 ２０年度決算 ２１年度決算

600千円　 400千円 400千円

近隣市の状況 千葉市

　　交付先の
　　　　決算状況

収入に占める
補助金の割合

　■有　　□無

補助の形態

　■補助率を定め補助（■１／２以下　□１／２超　□１００％）　　　

　□単価を定め数量を乗じる補助　　

　□定額補助

人参部会64人事業対象者及び数

　■５０％以下　　□５０％超　　□１００％
　□補助交付先によって異なる

決算剰余金と
補助金の比較

　□剰余金の方が少ない　　□同　額　　□剰余金の方が多い
　■剰余金は発生していない

人参の販路拡大と地元への人参ジュースの普及を図る

船橋市 八千代市 鎌ヶ谷市

　■有　　□無

補　助　金　調　書

ちばのオリジナルブランド産地づくり支援事業補助金 市民経済部農政課

国の指定野菜である人参の「販路拡大」と「美味しい食材」を消費者へ提供することを目的に「に
んじんジュース」を製造し、地元への浸透及び生産者の所得向上を図り、オリジナルブランド化を
図る。

　■事業費補助金　　　□団体補助（市施策補完型）　　　□団体補助（団体育成型）
　□公共的な事業補助金　　　□建設的事業費補助金
　□サービス格差是正補助金　　　□利子補給

　■５年以下　□６年以上～１０年以下　□１１年以上

　□法律　□条例　□規則
　■要綱　□要領
　□その他（　　　　　　　　）　□無

習志野市農業振興事業補助金交付要綱

千葉みらい農業協同組合習志野市園芸部人参部会 人参部会長

事務局の所在

この場合、人件費分を補助している
か

この場合、これにかかる人件費は
どのくらいか

職員数　人、従事日数　人、人件費　　　　千円

　　人分　　　　千円

なし

２２年度予算

平成18年度

600千円　



22年度補助金調書

補助金名 担当部課

補助金の目的

補助金の分類

根拠法令等
根拠法令
等の名称

補助金交付先 代表者

構成団体数 構成人数
組合員数

382人

■団体側
□いる
■いない

いる場合、
人件費

□市側

補助事務に係る
職員の人件費

職員数 1人 従事日数 5日 人件費 150千円

□有　■無 □有　■無 □有　■無 □有　■無

　制度発足後
　　の経過年数

発足年度

　過去の
　　見直しの状況

補助率
１/４以下
限度額100万円

２２年度
単    価

２２年度
数    量

□その他

補助金算出根拠
根拠

の内容

特定財源の有無
特定財源
の内容

補助金の効果
効果測定
の方法

効果の内容

備考

事務局の所在

この場合、人件費分を補助している
か

この場合、これにかかる人件費は
どのくらいか

職員数　人、従事日数　人、人件費　　　　千円

生産者52人事業対象者及び数

　人分　　　　千円

補　助　金　調　書

共撰・共販支援事業補助金 市民経済部農政課

市の特産品であるネギ及び軽量野菜の共販体制を確立し、高年齢化する農業従事者の生産意
欲の向上と農業経営の安定を図るために、出荷に要する資材費(ダンボール箱)に対して補助す
る。

　■事業費補助金　　　□団体補助（市施策補完型）　　　□団体補助（団体育成型）
　□公共的な事業補助金　　　□建設的事業費補助金
　□サービス格差是正補助金　　　□利子補給

　■５年以下　□６年以上～１０年以下　□１１年以上

　平成18年度まで、「野菜指定産地振興対策事業補助金」として１/３補助していたが、補助金の
見直しを図り、平成19年度から１/４補助の新規事業となった。

　□法律　□条例　□規則
　■要綱　□要領
　□その他（　　　　　　　　）　□無

習志野市農業振興事業補助金交付要綱

千葉みらい農業協同組合
代表理事専務
　　　　　田久保　清一

２２年度予算

平成19年度

補助の形態

　■補助率を定め補助（■１／２以下　□１／２超　□１００％）　　　

　□単価を定め数量を乗じる補助　　

　□定額補助

600千円

近隣市の状況 千葉市

　　交付先の
　　　　決算状況

収入に占める
補助金の割合

　■５０％以下　　□５０％超　　□１００％
　□補助交付先によって異なる

決算剰余金と
補助金の比較

　□剰余金の方が少ない　　□同　額　　□剰余金の方が多い
　■剰余金は発生していない

　市の特産品であるネギ及び軽量野菜の出荷経費に係る費用の一部を補助することにより、生
産者の生産意欲の向上と農業経営の安定化を図ることができる。

　■有　　□無 事業費×１/４

補助金額（千円）
１９年度決算 ２０年度決算 ２１年度決算

344千円　 399千円 397千円

船橋市 八千代市 鎌ヶ谷市

　■有　　□無 共撰、共販事業の推進(出荷数量等）

　□有　　■無



22年度補助金調書

補助金名 担当部課

補助金の目的

補助金の分類

根拠法令等
根拠法令
等の名称

補助金交付先 代表者

構成団体数 構成人数
組合員数

382人

■団体側
□いる
■いない

いる場合、
人件費

□市側

補助事務に係る
職員の人件費

職員数 1人 従事日数 5日 人件費 150千円

■有　□無 ■有　□無 □有　■無 ■有　□無

　制度発足後
　　の経過年数

発足年度

　過去の
　　見直しの状況

補助率

２２年度
単    価

２２年度
数    量

□その他

補助金算出根拠
根拠

の内容

特定財源の有無
特定財源
の内容

補助金の効果
効果測定
の方法

効果の内容

備考

船橋市 八千代市 鎌ヶ谷市

　■有　　□無 団体の事業数

　□有　　■無

補助金額（千円）
１９年度決算 ２０年度決算 ２１年度決算

420千円　 420千円 420千円

近隣市の状況 千葉市

　　交付先の
　　　　決算状況

収入に占める
補助金の割合

　■５０％以下　　□５０％超　　□１００％
　□補助交付先によって異なる

決算剰余金と
補助金の比較

　□剰余金の方が少ない　　■同　額　　□剰余金の方が多い
　□剰余金は発生していない

農業後継者の育成、農業指導体制の強化を図る。

　■有　　□無 市長が定める額

千葉みらい農業協同組合
代表理事専務
　　　　　田久保　清一

２２年度予算

平成４年度

補助の形態

　□補助率を定め補助（□１／２以下　□１／２超　□１００％）　　　

　□単価を定め数量を乗じる補助　　

　■ 定額補助

420千円

補　助　金　調　書

生産組織活動費補助金 市民経済部農政課

都市農業振興のため、団体補助による農業後継者育成及び指導体制の強化を図る。

　□事業費補助金　　　□団体補助（市施策補完型）　　　■団体補助（団体育成型）
　□公共的な事業補助金　　　□建設的事業費補助金
　□サービス格差是正補助金　　　□利子補給

　□５年以下　□６年以上～１０年以下　■１１年以上

　平成18年度補助金見直しにおける、千葉みらい農業協同組合に支出されている補助金を統合
すべきとの審査報告に基づき、平成20年度より農業団体育成事業補助金のうち同団体の園芸
部補助及び青壮年部補助を「生産組織活動費補助金」として統合した。

　□法律　□条例　□規則
　■要綱　□要領
　□その他（　　　　　　　　）　□無

習志野市農業振興事業補助金交付要綱

事務局の所在

この場合、人件費分を補助している
か

この場合、これにかかる人件費は
どのくらいか

職員数　人、従事日数　人、人件費　　　　千円

園芸部90人、青壮年部20人事業対象者及び数

　　人分　　　　千円



22年度補助金調書

補助金名 担当部課

補助金の目的

補助金の分類

根拠法令等
根拠法令
等の名称

補助金交付先
■団体
□個人

代表者

構成団体数 構成人数 会員数2,055

■団体側
■いる
□いない

いる場合、
人件費

１１人分 8,300千円

□市側

補助事務に係る
職員の人件費

職員数 １人 従事日数 １０日 人件費

■有　□無 ■有　□無 ■有　□無 ■有　□無

11,590千円 6,300千円 22,895千円 11,600千円

　制度発足後
　　の経過年数

発足年度

　過去の
　　見直しの状況

補助率 １／２以内

２２年度
単    価

２２年度
数    量

□その他

補助金算出根拠
根拠

の内容

特定財源の有無
特定財源
の内容

補助金の効果
効果測定
の方法

効果の内容

備考

この場合、これにかかる人件費は
どのくらいか

職員数　人、従事日数　人、人件費　　　　千円

　なお、平成２１年度の補助金実績報告書については、団体の総会が終了していないため、報告
され次第、提出いたします。

補　助　金　調　書

習志野商工会議所補助金 市民経済部商工振興課

　本市を取り巻く社会情勢の変化に対応し、積極的な商工業の発展を期すため、商工会議所へ
の助成及び連携を行い、地域経済団体としての指導性の樹立を図り、その機能を十分に発揮さ
せ、本市商工業の振興と地域住民の福祉の向上を図る。

　■事業費補助金　　　□団体補助（市施策補完型）　　　□団体補助（団体育成型）
　□公共的な事業補助金　　　□建設的事業費補助金
　□サービス格差是正補助金　　　□利子補給

　□５年以下　□６年以上～１０年以下　■１１年以上

　商工会議所発足当時より育成する観点を含め、毎年度５０，０００千円の補助を行ってきたが、平成
８年度より補助支出を事業費補助とし、毎年度削減を行ってきた。更に、平成１７年度に補助金要綱を
制定し、補助対象事業費に対し、補助率をもって補助金額を決定することとした。

３０１千円

事務局の所在

21,000千円

近隣市の状況
（２２年度予算）

千葉市

　□法律　□条例　□規則
　■要綱　□要領
　□その他（　　　　　　　　）　□無

習志野市商工業団体振興事業補助金交付要綱

会頭　鈴木　喜代秋習志野商工会議所

市内企業者事業対象者及び数

この場合、人件費分を補助している
か

　　交付先の
　　　　決算状況

収入に占める
補助金の割合

　■５０％以下　　□５０％超　　□１００％
　□補助交付先によって異なる

決算剰余金と
補助金の比較

　■剰余金の方が尐ない　　□同　額　　□剰余金の方が多い
　□剰余金は発生していない

２２年度予算

昭和６２年度

補助の形態

　■補助率を定め補助（■１／２以下　□１／２超　□１００％）　　　

　□単価を定め数量を乗じる補助　　

　本市商工業の振興と地域住民の福祉の向上が図られている。

　■有　　□無
　商工会議所が行う事業のうち、一般会計（補助対象外事
業を除く）及び中小企業支援室会計に属する事業に要する
経費。

補助金額（千円）
１９年度決算 ２０年度決算 ２１年度決算

22,000千円 21,000千円 21,000千円

船橋市 八千代市 鎌ヶ谷市

　■有　　□無 特になし。

　□有　　■無

　□定額補助



22年度補助金調書

補助金名 担当部課

補助金の目的

補助金の分類

根拠法令等
根拠法令
等の名称

補助金交付先
■団体
□個人

代表者

構成団体数
実行委員会

96団体
構成人数 144,000人

■団体側
■いる
□いない

いる場合、
人件費

　　2人分 2,404千円

□市側

補助事務に係る
職員の人件費

職員数 1人 従事日数 20日 人件費

■有　□無 ■有　□無 ■有　□無 □有　■無

8,095千円 15,000千円 8,000千円

　制度発足後
　　の経過年数

発足年度

　過去の
　　見直しの状況

補助率 1/2以下
（限度額500万円）

２１年度
単    価

２１年度
数    量

□その他

補助金算出根拠
根拠

の内容

特定財源の有無
特定財源
の内容

補助金の効果
効果測定
の方法

効果の内容

備考

補　助　金　調　書

習志野市民まつり開催事業補助金 市民経済部商工振興課

　市民まつりの意義である「市民手づくりによるまつりで、習志野らしさを生み出し、ふるさと意識を
育み、まつりを誇りあるものとして次世代へ継承する」ため、市民９６団体で構成する市民まつり実
行委員会が行う「習志野きらっと」の開催を支援するため、事業費の一部を補助する。

　■事業費補助金　　　□団体補助（市施策補完型）　　　□団体補助（団体育成型）
　□公共的な事業補助金　　　□建設的事業費補助金
　□サービス格差是正補助金　　　□利子補給

　□５年以下　□６年以上～１０年以下　■１１年以上

平成12年度：2,500万円・平成13年度：1,000万円・平成14年度と15年度：500万円と年々削減を行っ
ている。　平成16年度は市制施行50周年ということで花火大会を実施し、市民まつり基金を1,680万
円取崩し、補助金として1,500万円で開催した。　平成17年度と18年度：500万円。

　□法律　□条例　□規則
　■要綱　□要領
　□その他（　　　　　　　　）　□無

習志野市民まつり開催事業補助金交付要綱

実行委員長
鈴木喜代秋

習志野市民まつり実行委員会

601千円
（実務は臨時的任用職員が担当）

事務局の所在
この場合、これにかかる人件費は
どのくらいか

千円

　　交付先の
　　　　決算状況

収入に占める
補助金の割合

　■５０％以下　　□５０％超　　□１００％
　□補助交付先によって異なる

決算剰余金と
補助金の比較

　■剰余金の方が少ない　　□同　額　　□剰余金の方が多い
　□剰余金は発生していない

22年度予算

平成6年度

5,000千円　

近隣市の状況 千葉市

年を追うごとに市民まつりの来場者数や参加者数は、増加の傾向にある。

　■有　　□無
行事費・会場設営費・会場運営費・広告宣伝費・グッズ制作
費・総務費に対して補助をする。

全市民（160,000人）事業対象者及び数

この場合、人件費分を補助している
か

19年度決算 20年度決算 21年度決算

5,000千円　 5,000千円　 5,000千円　

船橋市 八千代市

補助の形態

　■補助率を定め補助（■１／２以下　□１／２超　□１００％）　　　

　□単価を定め数量を乗じる補助　　

補助金額（千円）

鎌ヶ谷市

　■有　　□無 市民まつり来場者数・参加者数・出店者数

　□有　　■無

　□定額補助 市民まつり総事業費の一部を補助




